
基
本
計
画
に
変
更
が
生
じ

た
た
め

　

可
決
す
べ
き

〈
議
案
第
21
号
〉

　
矢
吹
町
復
興
計
画
の
一

部
変
更
に
つ
い
て

　
新
た
に
復
興
事
業
を
追

加
す
る
た
め
。

　

可
決
す
べ
き

〈
議
案
第
22
号
〉

　
字
の
区
域
の
変
更
に
つ

い
て

　
経
営
体
育
成
基
盤
整
備

事
業
で
施
工
し
た
長
峰
地

区
の
土
地
改
良
事
業
に
お

い
て
、
換
地
計
画
を
定
め

る
に
あ
た
り
、
区
域
内
に

介
在
す
る
東
長
峰
、
西
長

峰
及
び
松
房
地
区
内
の
字

の
区
域
を
変
更
す
る
も

の
。

　
可
決
す
べ
き

た
め
の
消
費
税
法
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
法
律
」

が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
所
要
の
改
正
を
行
う

も
の
。
現
在
の
使
用
料
に

1.05
を
除
し
て
1.08
を
乗
じ
た

額
で
、
現
在
の
使
用
料
か

ら
10
円
以
上
増
加
す
る
使

用
料
に
改
め
る
も
の
。

　
挙
手
、
可
決
す
べ
き

〈
議
案
第
6
号
〉

　
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　
昨
年
10
月
の
県
人
事
委

員
会
勧
告
を
踏
ま
え
、
ガ

ソ
リ
ン
価
格
の
変
動
等
に

よ
る
職
員
の
通
勤
手
当
支

給
上
限
額
を
4
万
3900
円
か

ら
5
万
400
円
に
変
更
。又
、

「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お

け
る
国
民
の
保
護
の
た
め

の
措
置
に
関
す
る
法
律
」

の
規
定
及
び
「
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別

措
置
法
」の
制
定
に
よ
り
、

本
町
へ
派
遣
さ
れ
る
者
に

支
給
さ
れ
る
災
害
派
遣
手

当
の
災
害
事
案
と
し
て
、

す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
所
要
の

改
正
を
行
う
も
の
。
内
容

は
、
条
例
委
任
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
矢
吹
町
社
会
教

育
委
員
の
委
嘱
基
準
を
定

め
る
も
の

　

可
決
す
べ
き

〈
議
案
9
号
〉

　
矢
吹
町
公
民
館
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

〈
議
案
第
10
号
〉

　

矢
吹
町
文
化
セ
ン
タ
ー

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

〈
議
案
第
11
号
〉

　

矢
吹
町
ふ
る
さ
と
の
森

芸
術
村
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

〈
議
案
第
12
号
〉

　

矢
吹
町
体
育
施
設
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

緊
急
事
態
を
そ
れ
そ
れ
ぞ

れ
追
加
す
る
た
め
所
要
の

改
正
を
行
う
も
の
。

　
可
決
す
べ
き

〈
議
案
第
７
号
〉

　
矢
吹
町
行
政
財
産
使
用

料
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　「
社
会
保
障
の
安
定
財

源
の
確
保
等
を
図
る
税
制

の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う

た
め
の
消
費
税
法
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
法
律
」

が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
所
要
の
改
正
を
行
う

も
の
。
土
地
、
建
物
の
使

用
料
は
、
算
出
し
た
合
計

額
に
消
費
税
相
当
の
率

を
、
平
成
26
年
4
月
1
日

か
ら
、
100
分
の
105
か
ら
100

分
の
108
に
改
め
る
も
の
。

　
挙
手
、
可
決
す
べ
き

〈
議
案
第
20
号
〉            

　
等
5
次
矢
吹
町
ま
ち
づ

く
り
総
合
計
画
の
一
部
変

更
に
つ
い
て

　
平
成
26
年
度
事
業
実
施

計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て

委
員
長

　
　
諸
根

　
重
男

副
委
員
長

　
安
井

　
敬
博

委
　
員

　
　
熊
田

　
　
宏

〃
　
　
　
　
青
山

　
英
樹

〃
　
　
　
　
加
藤

　
宏
樹

〈
議
案
第
8
号
〉

　
矢
吹
町
社
会
教
育
委
員

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　「
地
域
の
自
主
性
及
び

自
立
性
を
高
め
る
た
め
の

改
革
の
推
進
を
図
る
た
め

の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

審査中の文教厚生常任委員会
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163号

委
員
長
　
　
鈴
木
　
隆
司

副
委
員
長
　
藤
井
　
精
七

委
　
員
　
　
角
田
　
秀
明

〃
　
　
　
　
柏
村
　
　
栄

〃
　
　
　
　
栗
崎
千
代
松

〃
　
　
　
　
大
木
　
義
正

〈
議
案
第
５
号
〉

　
矢
吹
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

プ
ラ
ザ
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　「
社
会
保
障
の
安
定
財

源
の
確
保
等
を
図
る
税
制

の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う

審査中の総務常任委員会



　
滝
八
幡
9
号
線
、
一
本

本
32
号
線
、
新
町
西
線
の

3
路
線
を
、
町
道
路
線
の

認
定
を
す
る
も
の

　

可
決
す
べ
き

〈
議
案
第
26
号
〉

　
矢
吹
町
農
村
公
園
の
指

定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て　
既
定
の
三
城
目
、神
田
、

田
内
農
村
公
園
施
設
に
係

る
指
定
管
理
業
務
の
指
定

期
間
が
当
該
年
度
で
満
了

す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
制

度
の
継
続
と
、
こ
れ
ま
で

ど
お
り
地
元
の
行
政
区
を

指
定
管
理
者
と
し
た
い
と

す
る
も
の
。

　

可
決
す
べ
き

〈
陳
情
第
1
号
〉

　
福
島
県
最
低
賃
金
の
引

き
上
げ
と
早
期
発
効
を
求

め
る
意
見
書
提
出
の
陳
情

に
つ
い
て

　
国
県
の
関
係
機
関
に
、

福
島
県
の
最
低
賃
金
を

「
日
本
再
興
戦
略
」
並
び

に
「
経
済
財
政
運
営
と
改

　

可
決
す
べ
き

革
の
基
本
方
針
」
2010
年
に

行
わ
れ
た
「
雇
用
戦
略
対

話
」
の
合
意
内
容
に
沿
っ

た
引
き
上
げ
と
、
そ
の
早

期
発
効
に
つ
い
て
意
見
書

の
提
出
を
求
め
る
も
の
。

　
採
択
す
べ
き

最
終
日
（
17
日
）
本
会
議

で
全
議
案
可
決
、
採
択
さ

れ
ま
し
た
。

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〈
議
案
第
18
号
〉

　
矢
吹
町
下
水
道
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

〈
議
案
第
19
号
〉

　
矢
吹
町
水
道
事
業
給
水

条
例
の
一
部
を
改
訂
す
る

条
例

　
議
案
第
16
号
、
17
号
、

18
号
、
19
号
は
、「
社
会

保
障
の
安
定
財
源
の
確
保

等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的

な
改
革
を
行
う
た
め
の
消

費
税
法
の
一
部
を
改
正
す

る
等
の
法
律
」
が
公
布
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の
、
使

用
料
の
算
定
方
法
に
つ
い

て
、
算
出
し
た
合
計
額
に

消
費
税
相
当
の
率
を
乗
じ

て
お
り
、
平
成
26
年
4
月

1
日
か
ら
、
そ
の
率
を
100

分
の
105
か
ら
100
分
の
108
に

改
め
る
も
の

　

可
決
す
べ
き

〈
議
案
第
23
号
〉

　
矢
吹
町
道
路
線
の
認
定

に
つ
い
て

　
挙
手
、
可
決
す
べ
き

〈
議
案
第
24
号
〉

　
矢
吹
町
体
育
施
設
の
指

定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て　
既
定
の
体
育
施
設
に
係

る
指
定
管
理
業
務
の
指
定

期
間
が
当
該
年
度
で
満
了

す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
制

度
の
継
続
と
、
こ
れ
ま
で

ど
お
り
公
益
社
団
法
人
シ

ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
を

指
定
管
理
者
と
し
た
い
と

す
る
も
の
。

　

可
決
す
べ
き

〈
議
案
第
25
号
〉

　
矢
吹
町
勤
労
者
体
育
施

設
の
指
定
管
理
者
に
つ
い

て　
既
定
の
勤
労
者
体
育
施

設
に
係
る
指
定
管
理
業
務

の
指
定
期
間
が
当
該
年
度

で
満
了
す
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
制
度
の
継
続
と
、
こ

れ
ま
で
ど
お
り
公
益
社
団

法
人
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
を
指
定
管
理
者
と
し

た
い
と
す
る
も
の
。

　

委
員
長
　
　
鈴
木
　
一
夫

副
委
員
長
　
薄
葉
　
好
弘

委
　
員
　
　
吉
田
　
　
伸

〃
　
　
　
　
竹
元
　
孝
夫

〃
　
　
　
　
佐
藤
　
幸
市

〈
議
案
第
16
号
〉

　

矢
吹
町
農
業
集
落
排
水

処
理
施
設
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

〈
議
案
第
17
号
〉

　

矢
吹
町
都
市
公
園
条
例

9

やぶき　議会だより

〈
議
案
第
13
号
〉

　
矢
吹
町
勤
労
者
体
育
施

設
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

〈
議
案
第
14
号
〉

　

矢
吹
町
福
祉
会
館
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〈
議
案
第
15
号
〉

　

矢
吹
町
農
村
環
境
改
善

セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　
議
案
第
9
号
、
10
号
、

11
号
、
12
号
、
13
号
、
14

号
、
15
号
は
、「
社
会
保

障
の
安
定
財
源
の
確
保
等

を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な

改
革
を
行
う
た
め
の
消
費

税
法
の
一
部
を
改
正
す
る

等
の
法
律
」
が
公
布
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
所
要
の

改
正
を
行
う
も
の
。
平
成

26
年
4
月
1
日
か
ら
の
使

用
料
に
つ
い
て
、
現
在
の

使
用
料
に
1.05
を
除
し
、
1.08

を
乗
じ
た
額
で
、
現
在
の

使
用
料
か
ら
10
円
以
上
増

加
す
る
使
用
料
に
改
め
る

も
の
。

審査中の産業建設常任委員会




